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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 訓 練 者 に 訓 練 課 題 を 呈 示 す る 訓 練 課 題 呈 示 手 段 と 、
被 訓 練 者 の 前 記 訓 練 課 題 に 対 す る 正 確 さ お よ び ／ ま た は 応 答 の 速 さ に 関 す る 第 一 の 情 報 を
取 り 込 む こ と の で き る 被 訓 練 者 応 答 手 段 と 、
被 訓 練 者 の 脳 活 動 に 関 す る 第 二 の 情 報 を 計 測 す る た め の 脳 計 測 手 段 と 、
前 記 被 訓 練 者 応 答 手 段 で 得 ら れ た 前 記 第 一 の 情 報 お よ び 前 記 脳 計 測 手 段 で 得 ら れ た 前 記 第
二 の 情 報 を も と に 訓 練 効 果 を 判 定 す る 情 報 処 理 装 置 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 訓 練 支 援 装
置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 情 報 処 理 装 置 は 前 記 第 一 の 情 報 お よ び 前 記 第 二 の 情 報 に お け る 脳 活 動 ピ ー ク 値 の 変 化
を も と に 判 定 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 訓 練 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 被 訓 練 者 に 訓 練 課 題 や 訓 練 内 容 を 呈 示 す る 訓 練 課 題 呈 示 手 段 と 、 訓 練 課 題 や 訓 練 内 容 に
応 じ た 被 訓 練 者 の 応 答 を 取 り 込 む こ と の で き る 被 訓 練 者 応 答 手 段 と 、 被 訓 練 者 の 脳 活 動 を
計 測 す る た め の 脳 計 測 手 段 と 、 前 記 訓 練 課 題 呈 示 手 段 の 呈 示 を 制 御 し 、 且 つ 前 記 被 訓 練 者
応 答 手 段 か ら 得 る 応 答 結 果 と 、 前 記 脳 計 測 手 段 か ら 得 る 訓 練 実 行 過 程 の 被 訓 練 者 の 脳 活 動
の 計 測 結 果 を 少 な く と も 反 映 し て 、 次 に 行 う べ き 訓 練 課 題 を 決 定 す る 情 報 処 理 装 置 と を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 訓 練 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 脳 計 測 手 段 は 脳 の 複 数 部 位 の 脳 活 動 を 計 測 可 能 で あ り 、 前 記 複 数 部 位 の 中 か ら 訓 練
結 果 の 評 価 お よ び 次 に 行 う べ き 訓 練 課 題 の 決 定 に 用 い る 注 目 部 位 を 選 択 す る 手 段 を 有 す る
請 求 項 ３ 記 載 の 訓 練 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 情 報 処 理 装 置 は 前 記 訓 練 課 題 の 呈 示 に 先 立 ち 、 訓 練 過 程 で の 適 切 な 注 目 部 位 を 選 択
す る た め の 探 索 課 題 を 呈 示 す る よ う に 、 前 記 訓 練 課 題 呈 示 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ３ も し く は ４ に 記 載 の 訓 練 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】



　 前 記 情 報 処 理 装 置 は 被 訓 練 者 の 訓 練 結 果 の 評 価 基 準 が 設 定 可 能 で あ り 、 設 定 さ れ た 評 価
基 準 に 応 じ て 前 記 被 訓 練 者 の 訓 練 結 果 を 評 価 す る 請 求 項 ３ な い し ５ の い ず れ か に 記 載 の 訓
練 支 援 装 置 。
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